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地域生活支援拠点等整備促進のための 
全国担当者会議 

http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/catch_phrase/index.html


障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の機会・
場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫

により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。 

体験の機会・場 

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。 

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。 

多機能拠点整備型 面的整備型 

体験の機会・場 

緊急時の受け入れ 

相談 

地域生活支援拠点等の整備について 

グループホーム 
障害者支援施設 

基幹相談支援センター  等 

専門性 
地域の体制づくり 

障害福祉サービス・在宅医療等 

必要に応じて連携 

相談 

緊急時の受け入れ 

グループホーム 
障害者支援施設 

基幹相談支援センター  

短期入所  

相談支援事業所  

日中活動サービス 
事業所  

地域の体制づくり 

専門性 

コーディネーター  
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①相談（地域移行、親元からの自立 等） 
②体験の機会・場（一人暮らし、グループホーム 等） 
③緊急時の受け入れ（短期入所の利便性・対応力向上 等） 
④専門性（人材の確保・養成、連携 等） 
⑤地域の体制づくり（ｻｰﾋﾞｽ拠点、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの配置 等） 

地域生活支援拠点 

日中活動の場 
(生活介護・就労系等) 

在宅医療等 地域連携 

地域連携 
親との同居 

グループホーム 

一人暮らし 

障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」も見据え、障害児・者の地域生活支援をさらに推進する観点から、①相談②体験の機会・
場③緊急時の受け入れ・対応④専門性⑤地域の体制づくりの５つの機能の強化を図ることが求められる。このため、障害児・者が住
み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築するため、地域支援のための拠点の
整備や、地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制等の整備を積極的に推進していく。 

自立支援給付・地域生活支援事業費補助金 等 

    モデル事業による国庫補助（１／２補助） 

市町村 

・専門家の招聘                    ・関係者への研修 
・モデル市町村の連絡会                        等 全

国
へ 

普
及 

立ち上げ準備 

地域生活支援拠点等整備推進モデル事業 
平成27年度予算 

25,000千円 

※10箇所程度を想定。 
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地域生活支援拠点等整備推進モデル事業一覧 

番号 都道府県 自治体 事業概要 

1 栃木市 
地域一体となった支援体制を構築するために、複数の法人を運営主体とした拠点モデルを整備。 

特に、拠点における体験の機会・場の提供や緊急時の受入体制の整備にあたってニーズや地域の課題を検証。 

2 佐野市 拠点を担う１つの社会福祉法人と、居住機能や地域支援機能等を持つ３つの社会福祉法人を中心に連携体制を構築。 

3 千葉県 野田市 特別養護老人ホームとグループホーム（共同生活援助）を基幹施設とした地域生活支援拠点を整備。 

4 大田区 基幹相談支援センターを中心に、通所施設や緊急一時保護施設等で機能を分担した面的な整備体制を構築。 

5 八王子市 
市内の障害者支援団体と連携し、地域で生活するために支援を必要とする障害者のニーズを把握し、支援を実施・検討 
しながら      拠点の面的整備を進める。 
地域の様々なニーズを調査・検証するとともに、地域生活支援の在り方を研究。 

6 新潟県 上越市 緊急時における速やかな相談支援体制の整備と「重度かつ高齢」になった障害者に対する支援のあり方を検討。 

7 京都府 京都市 

8 山口県 宇部市 

9 大分県 大分市 

栃木県 

東京都 

複数法人により地域連携型で各事業所が有するサービスをコーディネートするため、安心コールセンターを設置し、 

緊急事態に直接的なケアを行うための人的体制を構築する。 

地域における障害者（児）の生活支援を図るため，１箇所の障害者地域生活支援センターにおいて地域生活支援拠点を
設置し，土日祝日・年末年始における相談対応を行うとともに，特に緊急時に障害福祉サービスの利用調整の必要の高
い方に対して，あらかじめ関係機関の役割分担等を記載した「緊急対応プラン」を作成。  

 
ぷれグループホーム、おたすけショートステイ、とりあえず相談窓口を活動の中心とする拠点を整備。 

拠点も含め、既存の機関、地域支え合い包括それぞれの特徴を活かした面的なネットワークの充実。 
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 １ 協議会等の活用 

 ○ 協議会等を十分に活用し、どのような支援の拠点等を整備するかの整備方針を検討することが重要です。   

  【ポイント】 

  （１）地域の実情に応じたニーズを把握し、課題を共有する。 

  （２）地域分析（アセスメント）にあたって、関係者からのヒアリング、調査等の方法を検討する。 

  （３）関係機関等の連携・緊密化を図るため、事業所間・職種間の信頼関係構築の手法を検討する。 

  【必要な視点】  

 ○ 地域生活支援拠点等が担う必要な機能（①相談、②体験の機会・場、③緊急時の受け入れ・対応、④専門的人材の確保・ 

  養成、⑤地域の体制づくり）の５つの必要な機能をどのように組み合わせ、どの機能を充実・強化するか、付加する機能の検討 

  も踏まえ、地域においてどのような体制を構築するか、目指すべき拠点等の整備方針を掲げることが必要です。 

地域生活支援拠点等の整備に際しての留意点等について 

○ 平成２７年度地域生活支援拠点等整備推進モデル事業（９自治体において実施）の成果を踏まえ、地域生

活支援拠点等を整備する上で必要不可欠な観点、留意すべき点等をまとめましたので、参考としていただき、

地域の実情に応じた積極的な体制整備をお願いします。（※ 地域の実情により必ずしも全ての事項を網羅

する必要はありません。） 

○ 各自治体における取組の具体例を別紙にお示ししますので、併せて参照ください。 
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 ２ 関係者への研修・説明会の開催 

 ○ 整備方針を踏まえ、拠点等を運営する上での課題を共有することが重要です。 

  【ポイント】 

  （１）利用者・家族を取り巻く専門職や地域住民に対して拠点等の意義の説明を行い、課題の共有を行いながら、解決策の提 

   案を受ける。 

  （２）研修会等を通じ、地域の社会資源等の情報共有を図るとともに、関係機関、専門職の役割を認識する。  

  【必要な視点】  

 ○ 障害児者の生活を地域全体で支える核として機能させるためには、拠点等の理解促進・普及啓発を進めるとともに、 

   拠点等に関与する全ての機関、人材の有機的な結びつきを強化することが必要です。 

 ３ 地域生活支援拠点等の整備類型、必要な機能の検討・検証 

 ○ 拠点等の整備方針、機能が地域の実情に適しているか、課題に対応できるか、十分に検討・検証することが重要です。 

  【ポイント】 

  （１）多機能拠点型・面的整備型等の整備類型について、地域定着支援等を十分に活用し、地域の実情に応じた機動的な運営 

   が図れる体制かどうか検証する。 

  （２）相談機能の現状、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応を行う体制が十分か、また、専門的な人材の養成・確保のた 

   めの対策を講じているか、地域の体制づくりのために必要な機能を満たしているか等、随時見直しを行い、拠点としての機能 

   の充実・発展を図る。 

  【必要な視点】 

 ○ 地域の社会資源等を十分に活用し、緊急時の対応を含めた安定的な連絡体制の確保を図るため、中長期的に相談機能を 

   はじめとした必要な機能の見直し、強化を図っていくことが求められます。 
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 １ 協議会等の活用 

   （１）地域の実情に応じたニーズを把握し、課題を共有する。 

  ・ 自立支援協議会内にケアマネ連絡会（相談支援専門員等で組織）を設置し、相談支援業務から得られるニーズや社会資源の整理等を行っている。［上越市］ 
  ・ モデル事業を実施するにあたり、準備委員会を設置し、自立支援協議会委員も参加いただきながら、障害者（家族）の実態とニーズに関するアンケート調査を  
   通じ、課題の抽出と検討を行った。［宇部市］ 
  ・ 自立支援協議会で地域の課題を抽出し、拠点等に必要な機能を検討した。その結果、緊急時対応の機能がシステム化されていないことから、優先的に整備す 
   ることとした。［栃木市］ 
  ・ 協議会に、現行の委託相談支援事業所や障害福祉サービス事業所の職員から構成される作業部会を設け、直接的に支援している職員間で、地域の障害者 
   の地域生活に必要な支援の具体的な検討を行った。［大分市］ 
 

  （２）地域分析（アセスメント）にあたって、関係者からのヒアリング、調査等の方法を検討する。 

  ・ 親の会等の障害者団体（８団体）へのヒアリング、緊急短期入所委託先へ事業説明を行い、意見交換を行った。［京都市］ 
  ・ ５か所の市が委託する相談支援事業所に「地域生活準備サポート要員」を配置し、障害者が地域で日常生活を送るうえでどのような困難なことがあり、どのよ 

   うな支援がなされれば解決するのかを実際に相談などの活動（支援）をしつつ聞き取り調査を行った。ときには福祉関係者や施設やその他の機関などを訪問し 

   たり、家族から聴取したり、本人に同行するなどして調査した。また、1件ごとに「電話」「メール」「訪問」など、どのような手段で活動（支援）を行ったか、その活動 

   （支援） にどれくらいの時間を要したのか調査し、記録し、集計してニーズの多寡や傾向などについて検証した。［八王子市］ 
  ・ 緊急時の現状を把握するため、関係する福祉サービス事業所（相談支援、短期入所、居宅介護）に対して実態調査を実施した。また、体験短期入所事業の中 

   で意見交換を行うことでニーズを確認した。［栃木市］ 
  ・ 地域生活支援拠点等について求められる機能について、具体的な内容について検討するにあたって、関係団体にヒアリング、アンケートを行った。相談支援事 

   業所から業務を通じて困難に感じていること等の聞き取りを行った。[佐野市] 

 

  （３）関係機関等の連携・緊密化を図るため、事業所間・職種間の信頼関係構築の手法を検討する。 

  ・ 緊急時の受け入れ・対応を整備するにあたり、関係する福祉サービス事業所（相談支援、短期入所、居宅介護）で話し合う機会を設け、事業所間の意識の統 

   一を図った。また、緊急時には連携が図れるように違う事業同士でも意見交換を行った。［栃木市］ 
  ・ 今後のスケジュールとして、平成28年７月から、関係の社会福祉法人や医療法人などの代表者会議を開催し、地域生活支援拠点整備について事業所間など 

   で合意形成を図っていく。［上越市］ 
  ・ 複数法人による地域連携型で、法人の垣根を越えて、公立・中立性を保持したコールセンターを創設するため、市が管轄する施設を活用する。［大分市］ 
  ・ 自立支援協議会の地域移行・継続支援部会は、５か所の市委託相談支援事業所職員をはじめ、障害福祉サービス事業所等職員、入所支援施設職員、難病 

   患者支援団体等関係者、精神障害者を支援する機関の職員、精神科病院ソーシャルワーカー、障害当事者、一般公募市民、市職員など様々な機関・関係者が 

   集まり意見の交換を行う場でもあり、今回部会の下にＰＴとして位置づけた準備委員会にも兼務で出席する委員も多く、地域生活支援拠点整備（準備）のため集 

   まる頻度も高く、現場で得た課題や問題点について検証・検討するなかで、５拠点事業所の職員だけでなく、他事業所、機関等、職種等を問わず信頼関係 

   が構築できた。［八王子市］ 

 

 

 

  

別紙 各自治体における取組の具体例 
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 ２ 関係者への研修・説明会の開催 

  （１）利用者・家族を取り巻く専門職や地域住民に対して拠点等の意義の説明を行い、課題の共有を行いながら、解決策の提案を受ける。 

  ・ 地域生活支援拠点等の面的体制整備の中核となる障がい者総合サポートセンターにおいて、「大田区障がい福祉従事者人材育成基本方針」を策定し、方針 

   に基づいた研修等を実施することで、地域における課題を共有した。[大田区] 

  ・ 障害者支援学習会を行い、本事業の周知をした。障害者支援学習会は、地域への説明を兼ね公開講座とした。学習会開催を広く周知するため、市広報に掲 

   載したほか、障害福祉関係以外の方や障害当事者の方の参加を促すため、民生委員や高齢者支援機関等、市内の各事業所、特別支援学校などにポスター・ 

   チラシを配布し、広く周知することに努めた。学習会の中で、知的、精神障害者の当事者から、日常生活で困っていることやどのような支援があれば良いと感じ 

   ているか等について直接、参加者に向けて話をしてもらったことも障害者が地域で生活するうえでの課題の共有に役立ったものと考える。［八王子市］ 

  ・ 障害者関係団体を通じ、障害当事者やご家族が日常的に抱える課題と、それらを解決・改善するための方策についてご意見をいただくとともに、障害福祉サー 

   ビス事業所に対しても、事業所における課題についてご意見をいただきました。［宇部市］ 

  ・ 専門家を招聘することも検討したが、検討した内容を知ってもらいたい・伝えたいとの思いから講演会・シンポジウムを企画、開催。自分たちで、企画することで、 

   機能のありかたについて、より具体的に表現することができた。関係者が一緒になって作り上げることで連携を深めることができた。[佐野市] 

  

  （２）研修会等を通じ、地域の社会資源等の情報共有を図るとともに、関係機関、専門職の役割を認識する。  

  ・ 専門的人材の確保・養成のための対策として、発達障がいの早期発見・早期療育に併せて、各関係機関が連携して発達段階に応じたサポート体制を作り上げ 

   ていくため、発達障がい者における専門家の育成を目指した研修を実施した。［野田市］ 

  ・ 地域生活支援拠点を整備する上で地域の社会資源である医療機関との連携は重要であると考えるが、どのように連携を図っていくかが今後の課題でもある。 

   また、研修会については、強度行動障害や喀痰吸引など専門的な研修等を積極的に実施していく。［上越市］ 

  ・ 協議会等を通じて、委託相談支援事業所からの情報提供等により、夜間帯の精神障害者への支援の難しさを認識することとなった。［大分市］ 

  ・ 緊急時の受け入れ・対応には、緊急事態が起こらないために様々な想定しておくことや社会資源の利用の検討等の事前の備えが必要である。それには相談   

   支援専門員が特に大きな役割をもつと考えらえるため、相談支援担当者会議にて繰り返し緊急時対応の支援について検討を行った。［栃木市］ 
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  ３ 地域生活支援拠点等の整備類型、必要な機能の検討・検証 

 

  （１）多機能拠点型・面的整備型等の整備類型について、地域定着支援等を十分に活用し、地域の実情に応じた機動的な運営が図れる体制かどうか検証する。 

  ・ 区のすでにある資源を適切に把握し、有機的な連携が図れるよう、スーパーバイザー、協議会等を活用し検証した。［大田区］ 

  ・ 既存の障害者地域生活支援センターに機能付加したことから，「面的整備型」を採用した。［京都市］ 

  ・ 本市においては多くの事業所が開設されていることに加え、それらをつなぐネットワークづくりもすでに取り組んでいることから、既存の機関の機能を生かしつつ、 

   そこから漏れるニーズに特化した拠点（地域生活支援拠点）を設置し、その拠点を含め分担して機能を担う体制（面的整備）を形成する折衷モデルとして、拠点  

   整備を強化していきます。［宇部市］ 

  ・ 地域定着支援等を活用しながら、各地域の社会資源等を活用し、面的整備として関係障害福祉事業所間で連携を図っていく。また、地域定着支援の充実（即  

   対応できる支援体制）や地域定着支援をグループホーム利用者にも活用できる仕組みづくりなどの検討も必要であると考える。［上越市］ 

  

  （２）相談機能の現状、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応を行う体制が十分か、また、専門的な人材の養成・確保のための対策を講じているか、地域 

    の体制づくりのために必要な機能を満たしているか等随時見直しを行い、拠点としての機能の充実・発展を図る。 

  ・ 平成２７年度は主に「相談」と「緊急時の受入」のコーディネートを担うものとして事業を実施した。［京都市］ 

  ・ 年度ごとに進捗状況を把握し、平成29年度末において、必要な機能が充たされるよう取り組んでいく。［大田区］ 

  ・ 既存の地域資源を十分に活用して、中・長期的な視点に立って、無理なく持続可能な地域生活支援体制を構築するため、必要な機能については、運営開始後 

   において、障害者のニーズを的確に把握しながら段階的に整備していくことも視野に入れながら人員体制等の具体的な検討を行っている。［大分市］ 

  ・ 地域生活支援拠点等の機能について、また、相談事例について、自立支援協議会等で検討を行い、関係機関の役割の理解と適切に連携できる体制をつくり  

   連携を強化することを今後の取り組みの中に盛り込んだ。[佐野市] 

 

 

 

8 



① 地域生活支援拠点等の整備数について（予定含む） 
 

                     

 

 

              

 

② 整備類型について（予定含む） 
 

 

 

 

 

 

 
 

（課題等） 
※ 整備にあたって、備えるのが困難な機能として、「緊急時の受入・対応」、「専門的人材の養成・確保」が大宗を占めていた。 

※ 今後の課題については、主に「地域の社会資源が不足していること、整備・運営に係る財源の確保」等があげられている。 

地域生活支援拠点等の全国の整備状況について（概要） 

○ 地域生活支援拠点等の全国の整備状況について、平成28年９月１日時点で、２２の自治体（障害保健福祉 

 圏域含む）において、整備されている。（全国の自治体数・圏域数：1,741・352） 

※ 障害福祉課調べ 

平成28年９月１日時点 ２０市町村  ２圏域 

平成28年度整備予定 ８市町村  ０圏域 

平成29年度整備予定 ２５６市町村 ７９圏域 

未定 ９３８市町村 ５６圏域 

多機能拠点型 ４２市町村  ２圏域 

面的整備型 ２３５市町村 ６９圏域 

多機能拠点型＋面的整備型 ２６市町村  ４圏域 

その他 ０市町村  ０圏域 

未定 ９１９市町村 ６２圏域 
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〇 第５期障害福祉計画の基本指針においては、現在、地域生活支援拠点等の整備が必ずしも進んでいない状況に鑑み、まずは現行の成果
目標を維持することとしてはどうか。 

 

〇 その上で、平成30年度以降の更なる整備促進を図るため、今後、以下のような取組を実施することとしてはどうか。 
  □ 基本指針（第三 障害福祉計画の作成に関する事項）を見直し、以下のような視点を盛り込む。 
    ① 各地域においてどのような体制を構築するか、目指すべき地域生活支援拠点等の整備方針を検討するため、協議会（障害者総合支援法第89 
     条の３に規定する協議会をいう。）等を十分に活用すること。 
    ② 整備方針を踏まえ、地域生活支援拠点等を障害児者の生活を地域全体で支える核として機能させるためには、運営する上での課題を共有し、    
     関係者への研修を行い、拠点等に関与する全ての機関、人材の有機的な結びつきを強化すること。 
    ③ 整備方針や必要な機能が各地域の実情に適しているか、あるいは課題に対応できるかについて、中長期的に必要な機能を見直し、強化を図る   
     ため、十分に検討・検証すること。 

  □ 地域生活支援拠点等の意義の徹底や、運営方法等について記載した通知を改めて発出。 
  □ 全国会議の開催（モデル事業実施自治体等の事例紹介等）。 
  □ 地域生活支援拠点等の整備の状況を踏まえた好事例（優良事例）集の作成、周知。 

 

【成果目標（案）】 平成32年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備することを基本とする。 

○ 地域には、障害児者を支える様々な資源が存在し、これまでも各地域の障害福祉計画に基づき整備が進められているところであるが、そ
れらの間の有機的な結びつきが必ずしも十分でないことから、今後、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、地域が抱える課題に
向き合い、地域で障害児者やその家族が安心して生活するため、緊急時にすぐに相談でき、必要に応じて緊急的な対応が図られる体制とし
て、地域生活支援拠点等の積極的な整備を推進していくことが必要。  

 

〇 地域生活支援拠点等については、第４期障害福祉計画の基本指針において、成果目標として、平成29年度末までに各市町村又は各圏
域に少なくとも一つを整備することを基本。 

 

〇 この間、平成27年度には、各市町村等における拠点等の整備の取組を進めるため、「地域生活支援拠点等の整備推進モデル事業」を実
施するとともに、その報告書を全ての自治体に周知。あわせて、モデル事業の成果を踏まえた、地域生活支援拠点等の整備に際しての留意
点等を通知。 

 

〇 本年９月時点における拠点等の整備状況をみると、整備済が２０市町村、２圏域。 

地域生活支援拠点等の整備に向けた取組について 

地域生活支援拠点等の整備に関する基本的考え方等 

成果目標等（案） 
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障害者総合支援法施行３年後の見直しについて 
～社会保障審議会 障害者部会 報告書～（平成２７年１２月１４日）＜抜粋＞ 

Ⅱ 基本的な考え方 
 １．新たな地域生活の展開 
 （１）本人が望む地域生活の実現 

  ○ 地域での暮らしが可能な障害者が安心して地域生活を開始・継続できるよう、地域生活を支援する拠点の整備を進めるとともに、本人の意思 
   を尊重した地域生活を支援するための方策や重度障害者に対応したグループホームの位置付け等について、対応を行う必要がある。 

Ⅲ 各論点について 
 １．常時介護を要する障害者等に対する支援について 
 （２）今後の取組 
  （地域生活を支援する拠点） 

  ○ 「常時介護を要する者」であるか否かにかかわらず、地域での暮らしが可能な障害者等が安心して地域生活を開始・継続できるよう、平成27  
   年度に実施している地域生活支援拠点に関するモデル事業の成果も踏まえつつ、地域で生活する障害者等に対し、地域生活を支援する拠点の 
   整備を推進すべきである。その際、グループホームにおける重度者への対応の強化、地域生活を支援する新たなサービスとの連携、医療との連 
   携、短期入所による緊急時対応等を総合的に進めることにより、グループホーム、障害者支援施設、基幹相談支援センター等を中心とする拠点 
   の機能の強化を図る必要がある。 
 
 ７．精神障害者に対する支援について 
 （２）今後の取組 
  （地域生活を支援する拠点とサービス） 

  ○ 精神障害者の地域移行や地域定着を支援するためにも、平成27 年度に実施している地域生活支援拠点に関するモデル事業の成果も踏まえ 
   つつ、地域で生活する障害者に対し、地域生活を支援する拠点の整備を推進すべきである。その際、グループホームにおける重度者への対応 
   の強化、地域生活を支援する新たなサービスとの連携、医療との連携、短期入所による緊急時対応等を総合的に進めることにより、グループホ 
   ーム、障害者支援施設、基幹相談支援センター等を中心とする拠点の機能の強化を図る必要がある。 
 
 ８．高齢の障害者に対する支援の在り方について 
 （２）今後の取組 
  ○ 地域で生活する高齢障害者等に対し、平成27 年度に実施している地域生活支援拠点に関するモデル事業の成果も踏まえつつ、地域生活を 
   支援する拠点の整備を推進すべきである。その際、グループホームにおける重度者への対応の強化、地域生活を支援する新たなサービスとの 
   連携、医療との連携、短期入所における緊急時対応等を総合的に進めることにより、グループホーム、障害者支援施設、基幹相談支援センター 
   等を中心とする拠点の機能の強化を図る必要がある。 
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地域生活支援拠点等整備促進のための全国担当者会議 
（本日の目的・ねらい） 

午前の部：事例紹介について 

事例１ 北海道富良野圏域：既存の障がい福祉サービスの役割を明確にした面的な整備の例 
 
事例２ 長野県北信圏域：多機能拠点整備型＋面的整備型の両面を併せ持った体制整備の例 
 
事例３ 大分県大分市：地域の各種関係機関の連携を重視した面的な整備の例（平成27年度モデル事業実施） 

各事例の現状・課題を参考に、各自の地域の今後の整備の取組みのヒントを得る。 

午後の部：意見交換会について 

○ 各グループにおいて「目指すべき方向性」・「現状」・「課題」・「具体的な対応方策」等を共有し、各自の 
 地域の整備の取組みとの相違点を把握し、今後の整備や必要な機能の構築を図る上で参考にする。 
 
○ 意見交換終了後、全てのグループから代表して、３グループの各代表者から意見交換の内容を発表 
 いただき、他の地域の取組みを参考に分析・検証を行う。 

各グループの意見交換を踏まえ、顔の見える関係づくりを行い、今後の整備 
において相談できる体制を構築する。 
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